
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●開催日時 平成２０年７月６日（日）午前１０時～ 

●会  場 市役所３階 第１・第２会議室 

（当日、直接会場へお越しください） 

 

大阪狭山市では、中学校区を単位として、地域内の自治会や住宅会、

ＮＰＯ、市民活動団体、事業者などが、自主的に一堂に会してまちづ

くりについて話し合う場を設けていただき、そこでの議論により、合

意に達した事業について、市に予算措置要求していただける制度をつ

くる取り組みをすすめています。 

市民の皆様にこの取り組みについてお知らせするため説明会を開催

いたしますので、ご参加ください。 

 

●多くの市民に身近なところからまちづくりに 

主体的に関わる市民自治への契機づくり 

●より市民ニーズに即した事業選択 

●地域内コミュニティの醸成や市民協働の推進 

●地域内で活動する各種団体の連携促進 

 

－問い合わせ－ 大阪狭山市役所 政策調整室企画グループ 

TEL 072-366-0011(代表) FAX：072-367-1254 

「新しいまちづくり制度」

説明会開催のお知らせ


